代理受領について

高砂市地域生活支援事業に関する規則抜粋
（代理受領）

第５条　当該事業の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている事業者は、障害者等が当該事業を利用したときは、納付義務者からの委任に基づき、納付義務者が支払うべき当該事業の費用について、納付義務者に対し支給されるべき額の限度において、当該納付義務者に代わり、支払を受けることができる。

２　前項の規定による支払があったときは、当該納付義務者に対し当該事業の費用の給付があったものとみなす。

３　事業者は、第１項の規定による支払を受けた場合には、当該納付義務者に対し、障害者等に係る当該事業の費用の額を通知するものとする。

４　市長は、事業者から当該事業の費用の請求があったときは、当該事業の要綱に照らして審査の上、支払うものとする。

５　事業者は、その提供した事業について、第１項の規定により、納付義務者に代わって当該事業の費用の支払を受ける場合は、当該事業を提供した際に、当該納付義務者から利用者負担額として、市長が定める基準額から納付義務者の支給される額を控除して得た額（第７条において「利用者負担額」という。）の支払を受けるものとする。

６　事業者は、前項で規定する支払を受ける際、当該支払をした納付義務者に対し、前項で支払を受けた額の領収証を交付しなければならない。
高砂市地域生活支援事業における実施事業の費用の代理受領にかかる申出書
　　　　年　　月　　日

高砂市長　様

所在地

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　印

　

　　次のとおり代理受領について申し出ます。

１　実施事業所名

２　実施事業所代表者氏名

３　実施事業所の所在地

４　実施（提供）するサービス名

　　移動支援事業（区分：　　身体　　知的　　精神　　児童）
　　　　　　　　　　　　　＊該当する区分に○を記入してください。
５　代理受領の取扱いを受けようとする期間

　　　　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　３月３１日　

　　ただし、期間満了1ヶ月前までに特段の意思表示がない場合には、期間満了の翌日において年間順次更新したものとみなす。

